
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

一

〇

四

号

安
倍
晋
三
内
閣
に
お
け
る
外
務
省
在
外
職
員
の
配
偶
者
手
当
に
係
る
改
革
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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安
倍
晋
三
内
閣
に
お
け
る
外
務
省
在
外
職
員
の
配
偶
者
手
当
に
係
る
改
革
に
関
す
る
質
問
主
意
書

外
務
省
在
外
職
員
に
支
給
さ
れ
る
配
偶
者
手
当
に
つ
い
て
、
鈴
木
宗
男
元
衆
議
院
議
員
が
提
出
し
た
質
問
主
意
書
に
対
す
る

政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
三
第
一
五
号
）
で
は
「
御
指
摘
の
配
偶
者
手
当
を
含
む
在
勤
手
当
に
関
し
て
は
、
岡
田
外
務
大

臣
の
指
示
に
基
づ
き
外
務
省
内
に
武
正
外
務
副
大
臣
と
吉
良
外
務
大
臣
政
務
官
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る
「
在
勤
手
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
」
を
立
ち
上
げ
、
第
一
回
会
合
を
本
年
十
月
二
十
七
日
に
開
催
し
た
。
今
後
一
か
月
を
目
途
に
在
勤
手
当
の
検
証
を

進
め
る
予
定
で
あ
り
、
そ
の
結
果
も
踏
ま
え
て
今
後
、
配
偶
者
手
当
を
含
む
在
勤
手
当
の
在
り
方
に
対
す
る
検
討
を
行
っ
て
ま

い
り
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。

右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

前
文
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
検
証
、
考
え
は
、
現
安
倍
晋
三
内
閣
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
か
。

二

平
成
十
六
年
度
か
ら
二
十
五
年
度
ま
で
の
配
偶
者
手
当
の
予
算
額
は
い
く
ら
か
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
同
年
度
に
お
い
て
そ
の

支
給
対
象
と
な
る
外
務
省
在
外
勤
務
職
員
の
人
数
で
そ
の
予
算
額
を
除
す
る
と
い
く
ら
に
な
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

配
偶
者
手
当
の
意
義
、
必
要
性
に
関
し
、
安
倍
内
閣
と
し
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
有
し
て
い
る
か
。

四

配
偶
者
手
当
は
、
三
の
意
義
、
必
要
性
に
実
際
に
資
す
る
形
で
外
務
省
在
外
職
員
に
使
わ
れ
て
い
る
か
。
安
倍
内
閣
の
見

一



解
如
何
。

五

昨
年
十
二
月
に
発
足
し
た
安
倍
晋
三
内
閣
と
し
て
、
配
偶
者
手
当
の
あ
り
方
に
つ
き
、
こ
れ
ま
で
に
何
ら
か
の
検
証
作
業

を
行
っ
て
き
て
い
る
か
。

六

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
我
が
国
に
未
曾
有
の
被
害
が
生
じ
、
数
多
く
の
尊
い
命

が
失
わ
れ
、
今
尚
多
く
の
方
々
が
不
便
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
前
民
主
党
政
権
で
は
、
今
後
十
年
の
う
ち
に
約
二
十

三
兆
円
の
予
算
規
模
を
も
っ
て
被
災
地
を
含
む
日
本
全
体
の
復
旧
復
興
に
当
た
る
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
、
ま
た
復
興
財
源
の

原
資
と
し
て
、
所
得
、
法
人
、
贈
与
税
等
の
増
税
も
な
さ
れ
た
。
更
に
、
来
年
四
月
か
ら
消
費
税
が
現
行
の
五
％
か
ら
八
％

に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
決
定
し
、
国
民
生
活
は
更
な
る
負
担
増
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
右
の
状
況
に
鑑
み
る

時
、
予
算
額
の
大
幅
な
減
額
等
、
配
偶
者
手
当
も
こ
れ
ま
で
以
上
に
大
胆
な
改
革
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
が
、
安
倍
内
閣

の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


